
別記 

第１号様式 

                                                           年  月  日 

 越知町長 様  

 

            住    所   

 

            商号又は名称    

 

            氏 名 又 は  

            代表者職氏名            

 

競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書 

  

令和７年度・令和８年度において、越知町が委託する庁舎等の清掃等業務の契約

に係る競争入札に参加する資格の審査を申請します。 

 なお、この申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約

します。 

申請業務 営業項目※業務を行っているものについて○で囲んでください。（複数可） 

100 清掃 

101 建物清掃          102 空気環境測定      103 空気調和用ダクト清掃 

104 飲料水水質検査        105 飲料水貯水槽清掃  106 排水管清掃   

107 ねずみこん虫等防除    108 環境衛生総合管理 

199 その他（                            ） 

200 警備 
201 建物警備        202 駐車場整理 

299 その他（                            ） 

300 設備 

保守管理 

301 庁舎等設備総合運転管理 302 電気設備保守管理  303 機械設備保守管理 

304 ボイラー設備保守点検  305 警報設備保守管理  306 消火設備等保守管理 

307 電話交換機設備保守管理 308 放送設備保守管理  309 昇降機設備保守管理 

310 自動ドア設備保守管理  311 浄化槽設備保守管理 312 監視制御設備保守管理 

313 自家用電気工作物保安管理 

399 その他（                            ） 

（注）１ 申請業務・営業項目の両方について、それぞれの番号を○で囲んでください（各営業項目の主な 

    業務内容については、別表１参照）。 

２ 営業項目は、事務の参考にするもので、資格審査事項ではありません。 

３ 官公需適格組合に該当する場合は組合員名簿の提出をお願いします。 



別表１（別記第 1 号様式関係） 

業務分類表 

申請業務 営業項目 業務の主な内容 

100 清掃 

101 建物清掃 建築物内の清掃 

102 空気環境測定 建築物内の空気環境の測定 

103 空気調和用ダクト清掃 建築物内の空気調和用ダクトの清掃 

104 飲料水水質検査 建築物の飲料水の水質について検査 

105 飲料水貯水槽清掃 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃 

106 排水管清掃 建築物の排水管の清掃 

107 ねずみこん虫等防除 建築物において、ねずみ、こん虫等の防除 

108 環境衛生総合管理 

(101及び 102の業務内容を 

含む。) 

建築物内の清掃、空気調和設備及び気化器換気設備の

運転、日常的な点検及び補修、空気環境測定、給水・

排水に関する設備の運転、給水栓における水に含まれ

る残留塩素の測定等を併せて行うもの 

200 警備 
201 建物警備 建築物等の常駐警備及び建築物附属駐車場警備 

202 駐車場整理 駐車場での車の誘導及び整理 

300 設備保守 

管理 

301 庁舎等設備総合運転管理 庁舎等設備の運転・保守管理業務 

302 電気設備保守管理 電灯・動力設備、自家用発電機設備、直流電源設備、

交流無停電電源設備等の保守点検 

303 機械設備保守管理 空気調和等関連機器、給排水衛星機器、冷温水発生機

等の冷温熱源機器の保守点検 

304 ボイラー設備保守点検 ボイラーの保守点検 

305 警報設備保守点検 自動火災報知設備等の保守点検 

306 消火設備等保守管理 各種消火設備等の保守点検 

307 電話交換機設備保守管理 構内電話交換機の保守点検 

308 放送設備保守管理 映像・音響設備等の通信・情報設備の保守点検 

309 昇降機設備保守管理 エレベーター等の保守点検 

310 自動ドア設備保守管理 自動ドア設備の保守点検 

311 浄化槽設備保守管理 浄化槽の清掃、維持管理 

312 監視制御設備保守管理 監視制御盤等の保守点検 

313 自家用電気工作物保安 

管理 

自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安

の監督にかかる業務（電気事業法施行規則（平成 7年

通商産業省令第 77号）第 52条第 2項の規定に基づく

電気主任技術者不選任事業場における外部委託） 

 


